
 

 

 

 

 

今治市学校給食調理場再編整備 

に関する基本方針 
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１ 目的 

本市の学校給食は、「安全・安心で栄養バランスのとれた給食」お

よび「地産地消による手づくりで温かい給食」を特色として、市内の

児童生徒約１万人に給食を提供している。 

 しかし、多くの調理場において施設・設備の老朽化が進行するとと

もに、児童生徒数の減少や、調理員の確保が困難になっている状況な

ど、持続可能な運営に課題が生じている。 

このような中、今治市教育委員会は、「今治市学校給食調理場の在

り方について」今治市学校給食運営審議会に諮問を行った。その答申

内容を踏まえ、将来にわたり「日本一おいしい給食」を安定的に提供

できる体制を構築することを目的として、本基本方針を定める。 

 

 

２ 基本理念 

 調理場再編整備における基本理念を以下のとおり定める。 

 

（１）安全・安心な給食の提供 

 

（２）地産地消による手づくりで温かい給食の維持・発展 

 

（３）持続可能な給食提供体制の構築 
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３ 基本方針 

 調理場再編整備における基本理念を実現するため、基本方針を以

下のとおり定める。 

 

（１）安全・安心な給食の提供 

 

基本方針１：施設・設備の安全性・衛生管理の強化 

調理場の建替え等を行う場合には、 

・文部科学省が示す「学校給食衛生管理基準」及び、今治市が定める

「今治市学校給食衛生管理マニュアル」に適合した施設とする。 

・アレルギー専用調理室等を設けるなど、安全性を最優先とした調理

体制を確立する。 

 

 

（２）地産地消による手づくりで温かい給食の維持・発展 

 

基本方針２：「「手づくりで温かい給食」の提供 

・自校式調理場については、食育の観点からも多くのメリットが認め

られることから、存続可能か検討する。 

・共同調理場化も含めた再編を進める場合においても、調理後２時間

以内に喫食できるよう、提供可能配送範囲、配送方法、調理規模等を

総合的に判断検討し、これまでと同様に「手づくりで温かい給食」の

提供に努める。 

基本方針３：食育拠点としての施設整備 

・建替え等を行う場合には、見学可能な動線や設備を整え、「調理場探

検ツアー」「職場体験学習」等の実施を継続・拡充する。 
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（３）持続可能な給食提供体制の構築 

 

基本方針４：調理場老朽化への対応 

・耐震化未実施の旧建築基準の調理場（玉川、大西、波方小）につい

て、優先的に整備方針を検討する。 

基本方針５：共同調理場化も含めた調理場再編 

・児童生徒数の減少や調理員確保の課題を踏まえ、事業効率化の観点

から共同調理場化も含めた再編を進める。 

基本方針６：調理員の働きやすい環境整備 

・休憩室、更衣室、空調設備等の充実を図り、人材確保と定着を促進

する。 

・最新調理器具の導入により作業負担の軽減を図る。 

基本方針７：民間委託導入の検討 

・調理場の再編整備に合わせ、市の責任の下で調理・洗浄業務等の民

間委託を検討する。 

基本方針８：学校と調理場の連携 

・自校式調理場から共同調理場へ移行する場合においても、児童生徒

と栄養教諭、学校栄養職員、栄養士、調理員等との交流を促進させる

ことで、学校の食育活動を支える体制を維持する。 

 

 

４ 実施に向けた留意事項 

（１）今後の学校統合の動向を踏まえ、中長期的な展望を持って再

編整備等を進める。 

 

（２）調理場の再編整備を通じて、調理員はもとより、栄養教諭等

を含む全ての職員が、安全で働きやすい労働環境を確保できる

よう努める。 
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５ 今後の進め方 

（１）基本方針に基づく「「学校給食施設再編整備基本計画」の策定 

・既存施設の劣化状況調査を実施するとともに、再編整備規模・

施設数の検討を行う。概算事業費の算出・事業スケジュールの検

討を行う。 

 

（２）関係者との協議 

・学校給食運営審議会をはじめ、必要に応じ、学校・PTA・栄養

教諭等・調理員らから意見聴取を行う。 

 

（３）財源確保 

・「「学校施設環境善交交金」」等の国庫補助」の活用を検討し、

財政負担の軽減を図る。 
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【参考】 今治市立学校給食調理場（令和８年１月１日時点） 

 
 

赤太字 ： 築 45 年以上経過している旧耐震基準の建物 

赤字  ： 築 40 年以上経過している現耐震基準の建物 

青字  ： 築 20 年以内の建物 

 

 


